
社会福祉法人石川県社会福祉事業団 一般事業主行動計画 

（次世代法・女性活躍推進法 一体型） 

                              

令和７年１０月２３日 

 

 男女ともに全職員が活躍でき、働き方を見直し、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の

整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間   令和４年４月１日から令和９年３月３１日（５年間） 

 

２ 内容 

 

 目標１：職員の勤続年数を男女ともに向上を目指す。（女活法関係） 

（取組内容） 

 ・ライフステージに応じて活用できる休暇制度等について周知を図るとと 

 もに、仕事と家庭の両立支援に向けた職場意識の醸成を図る。 

 

 目標２：管理職に占める女性の割合５０％以上を維持する。（女活法関係） 

（取組内容） 

 ・職員の公正な評価を通じて積極的登用を図る。 

 ・人事面談等を通じて、職員の昇任への意識の向上を図る。 

 ・男女を問わずキャリアップのための研修を実施し、意識の醸成を図る。 

 

目標３：女性の育児休業や男性の出産補助休暇の取得を次の水準とする。 

                            (次世代法関係） 

      女性職員：１００％取得 

男性職員：子供の出生時における出産補助休暇取得の奨励  

（取組内容） 

 ・対象となる女性職員には、人事面談時等に育児休業の取得を奨励する。 

 ・対象となる男性職員には、人事面談時等に出産補助休暇の周知と取得を 

 奨励する。 

 ・管理者は、希望する職員全員が育児休業や出産補助休暇を取得しやすい 

 環境づくりに取り組むとともに、取得状況を確認する。 

 

 

 

 

   



 目標４：育児休業取得後の復職率１００％とする。（次世代法関係）  

     （取組内容） 

      ・管理者は、職員に対し、産前産後休暇に入る前、育児休業中、休業から 

      の復職時前等に、短時間勤務制度や育児時間制度等を周知する。 

      ・管理者は、復職した職員が短時間勤務制度等勤務軽減を図る各種制度を 

      利用しやすい環境づくりに取り組む。 

      ・管理者は復職前、復職後の人事面談を通して、復職後の不安解消、サ 

      ポートの実施により、職員の仕事と家庭の両立支援を図る。 

 

 目標５：ハラスメント防止に関する啓発や研修を実施し、固定的な性別役割分担意識 

     の是正や全職員が働きやすい職場環境づくりに取り組む。（次世代法関係）  

     （取組内容） 

      ・管理者向け研修及び管理者以外の職員向け研修をそれぞれ繰り返し実施 

      し、それぞれの立場におけるパワハラ、セクハラ等ハラスメントに対する 

      意識の醸成を図り、働きやすい職場環境づくりにつなげる。 

 

 目標６：出産や子育てによる退職者について再雇用を促進する。（次世代法関係） 

     （取組内容） 

      ・出産や子育てのために一旦退職した職員の再就職を促進する制度を作る。 

 

 

 

女性活躍に関する情報公表 

 

１ 採用した労働者に占める女性労働者の割合       ８３．３％（令和６年度実績） 

 

２ 男女の平均勤続年数の差異   女性が２年長い(全職員)(令和７年３月３１日現在） 

 

３ 労働者の１月あたりの平均残業時間         ３．０時間（令和６年度実績） 

 

４ 管理職に占める女性労働者の割合       ４２．９％（令和７年４月１日現在） 

 


